
中
条
家
文
書
展

「
サ
イ
ン
と
ハ
ン
コ
の
原
形

ー
花
押
と
印
章
の
世
界
ー
」

解
説



山
形
大
学
所
蔵
中
条
家
文
書
は
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
年
に

な
か
じ
ょ
う

米
沢
市
在
住
の
中
条
敦
氏
か
ら
山
形
大
学
に
譲
与
さ
れ
た
も
の
で
、
中

条
家
文
書
の
大
部
分
を
し
め
る
。
し
か
し
、
同
家
に
伝
存
し
た
文
書
の

う
ち
明
治
以
降
分
散
し
た
も
の
も
あ
り
、
反
町
英
作
氏
所
藏
文
書
（
東

そ
り
ま
ち

京
都

「
越
後
文
書
宝
翰
集

、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
収
文
書

、

」）

ほ
う
か
ん

（
東
京
都
、
こ
れ
は
中
条
町
の
鈴
木
精
英
氏
が
旧
蔵
し
て
い
た
も

の

、
そ
し
て
中
条
町
役
場
所
蔵
の
「
奧
山
庄
波
月
條
絵
図

（
新
潟

）

」

な
み
つ
き

県
）
な
ど
が
現
存
し
て
い
る
。

今
回
は
、
山
形
大
学
所
藏
中
条
家
文
書
二
三
三
点
の
中
に
み
る
特
色

の
あ
る
花
抻
と
印
章
を
展
示
し
、
現
在
日
常
生
活
で
な
に
げ
な
く
使
用

し
て
い
る
署
名
（
サ
イ
ン

、
印
章
（
ハ
ン
コ
）
の
原
形
を
さ
ぐ
っ
て

）

み
た
。

一
、
中
条
家
の
歴
史

は
じ
め
に
、
こ
の
文
書
を
伝
来
し
た
中
条
家
の
歴
史
を
簡
単
に
み
て

み
る
。

越
後
国
で
は
沼
垂
郡
か
ら
十
一
世
紀
半
以
降
大
庄
園
が
次
々
に
成
立

ぬ
た
り

し
て
い
く
。
そ
の
一
つ
が
摂
関
家
領
奧
山
庄
で
あ
り
、
秋
田
城
介
に
系

お
く
や
ま

譜
を
も
つ
城
氏
が
勢
力
を
有
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
鎌
倉
時
代
初
め
の
建
久
三
（
一
一
九
二
）
年
三
浦
和
田
宗
実

（
侍
所
別
当

和
田
義
盛
の
弟
）
が
「
木
曾
殿
（
義
仲
）
追
討
」
の
賞
と

さ
む
ら
い
ど
こ
ろ
べ
っ
と
う

し
て
奧
山
庄
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
た
。
和
田
氏
の
乱
の
際
に
も
重
茂

ぶ
に
ん

（
宗
実
の
猶
子
と
な
り
、
宗
実
の
娘
＝
津
村
尼
が
入
嫁
）
は
幕
府
（
北

ゆ
う
し

条
氏
）
方
に
つ
き
、
同
地
頭
職
は
妻
津
村
尼
に
安
堵
さ
れ
、
さ
ら
に
そ

の
子
時
茂
（
高
井
道
円
）
に
讓
与
さ
れ
て
い
く
。
時
茂
の
時
に
奧
山
庄

に
赴
い
て
庄
園
経
営
に
あ
た
り
、
仁
治
元
（
一
二
四
〇
）
年
に
は
預
所

に
対
し
地
頭
請
を
行
な
っ
て
い
る
。
時
茂
は
晩
年
に
三
人
の
孫
に
所
領

じ
と
う
う
け

を
分
割
し
て
讓
与
す
る
。
こ
れ
以
降
、
孫
の
義
頼
（
茂
連
、
中
条
家

、）

長
茂
（
茂
長
、
北
条
＝
黒
川
家

、
義
長
（
羲
基
、
南
条
＝
関
沢
家
）

）

各
々
三
人
は
、
惣
領
制
的
支
配
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
う
り
ょ
う
せ
い

元
弘
の
乱
が
お
き
る
と
後
醍
餬
天
皇
方
に
つ
き
、
建
武
新
政
府
下
に

お
い
て
中
条
氏
・
北
条
（
黒
川
）
氏
は
所
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
南
北
朝
内
乱
に
突
入
す
る
と
一
族
は
北
朝
方
に
つ
き
、
足
利
氏
か
ら

所
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

室
町
時
代
の
応
永
三
〇
（
一
四
二
三
）
年
越
後
国
で
は
守
護
上
杉
氏
と



守
護
代
長
尾
氏
と
の
間
で
抗
争
が
お
き
（
応
永
の
大
乱

、
中
条
氏
も

）

こ
の
乱
に
ま
き
込
ま
れ
で
い
る
。
さ
ら
に
一
族
内
に
お
い
て
も
、
中
条

氏
と
北
条
（
黒
川
）
氏
と
の
対
立
、
中
条
家
内
部
で
も
庶
子
羽
黒
氏
が

惣
領
家
に
叛
く
事
態
が
生
じ
る
。
こ
の
中
で
、
中
条
氏
は
一
族
・
家
中

の
統
制
を
強
化
し
、
権
力
を
惣
領
の
下
に
集
中
し
て
危
機
を
の
り
こ
え

て
い
き
、
揚
北
（
阿
賀
野
川
以
北
）
の
有
力
国
人
領
主
に
成
長
し
て
い
っ

あ
が
き
た

こ
く
じ
ん

た
。戦

国
時
代
に
入
り
、
永
正
四
（
一
五
〇
七
）
年
守
護
上
杉
房
能
は
守

護
代
長
尾
為
景
の
急
襲
を
受
け
て
切
腹
、
為
景
は
上
杉
定
実
を
守
護
に

つ
け
た
（
永
正
の
乱

。
そ
の
後
も
享
禄
・
天
文
の
乱
が
ひ
き
続
き
お

）

き
、
越
後
国
内
は
争
乱
状
態
に
お
ち
い
っ
た
。
そ
の
中
で
、
天
文
一
七

（
一
五
四
八
）
年
為
景
の
子
景
虎
が
兄
晴
景
か
ら
冢
督
の
讓
与
を
受

け
、
さ
ら
に
永
禄
四
（
一
五
六
一
）
年
上
杉
氏
の
名
跡
を
継
ぎ
、
政
虎

・
輝
虎
と
改
名
、
元
亀
元
（
一
五
七
〇
）
年
出
家
し
て
謙
信
と
名
の
っ

た
。
謙
信
の
あ
と
は
、
御
館
の
乱
を
勝
ち
ぬ
い
た
景
勝
（
謙
信
の
姉
の

子
）
が
家
督
を
つ
い
だ
。
中
条
氏
は
謙
信
・
景
勝
の
上
杉
家
臣
団
に
属

し
、
戦
乱
を
た
た
か
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
の
信
任
が
厚
く
、
五
大
老
に
も
な
っ
た
景
勝
で

は
あ
っ
た
が
、
政
治
情
勢
に
よ
り
越
後
か
ら
会
津
へ
、
さ
ら
に
米
沢
へ

と
転
封
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
条
氏
も
そ
れ
に
従
っ
て
転
地
し
、
つ
い

に
米
沢
の
地
に
来
着
し
、
明
治
維
新
を
む
か
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
、
花
押
・
印
章
小
史

次
に
花
押
・
印
章
の
歴
史
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

（
一

、
花
押

）
花
押
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
自
署
の
代
り
に
書
き
、
そ
の
形
が
花
模
様

の
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
よ
う
で
あ
る
。
押
字
・
書
判
・
判
・

か
き
は
ん

判
形
と
も
い
う
。

は
ん
ぎ
ょ
う花

押
は
中
国
唐
代
か
ら
み
え
、
日
本
に
は
遣
唐
使
を
通
じ
て
入
り
、

十
世
紀
ご
ろ
か
ら
次
第
に
使
用
さ
れ
て
い
き
、
中
世
で
全
盛
期
を
む
か

え
、
貴
族
・
武
家
・
庶
民
各
層
で
使
用
さ
れ
て
い
く
。

花
押
の
類
型
は
、
草
名
体
（
実
名
を
草
書
体
に
し
た
も
の

、
二
合

）

そ
う
み
ょ
う
た
い

体
（
実
名
の
二
字
の
一
部
を
組
み
合
せ
た
も
の

、
一
字
体
（
名
の
一

）

字
だ
け
を
と
っ
た
も
の

、
別
用
体
（
文
字
と
関
係
の
な
い
図
形
を
用

）

い
た
も
の

、
明
朝
体
（
中
国
明
朝
の
頃
に
流
行
し
た
天
地
の
二
本
の

）
み
ん
ち
ょ
う
た
い

横
線
を
基
本
と
す
る
も
の
）
の
五
種
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
五
種
の
う

ち
、
草
名
体
が
ま
ず
お
こ
り
、
つ
い
で
二
合
体
が
お
こ
っ
て
平
安
後
期

に
主
流
と
な
り
、
そ
の
間
に
一
字
体
が
散
見
す
る
。
民
衆
の
間
で
も
、

古
代
の
画
指
に
代
り
花
押
が
使
用
さ
れ
、
○
△
や
筆
の
軸
な
ど
を
利
用

か
く
し

し
た
略
押
な
ど
も
用
い
ら
れ
た
。

中
世
に
入
る
と
褝
僧
ら
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
新
に
花
押
の
再
輸
入
が

な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
符
号
に
近
く
、
寓
意
が
こ
め
ら
れ
た
も
の
の

た
め
、
あ
ま
り
普
及
し
な
か
っ
た
。
ま
た
版
刻
花
押
も
あ
ら
わ
れ
、
や

が
て
花
押
の
印
章
化
が
進
み
、
そ
の
地
位
を
交
代
す
る
こ
と
と
な
る
。



近
世
に
入
る
と
、
武
家
の
間
で
は
徳
川
家
康
が
用
い
た
明
朝
体
が
一

世
を
風
靡
し
た
。
し
か
し
、
花
押
を
用
い
る
頻
度
は
著
し
く
減
退
し
、

し
か
も
ど
の
時
点
か
明
確
で
は
な
い
が
、
百
姓
、
町
人
の
花
押
使
用
が

禁
止
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

近
代
以
降
で
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
諸
証
書
に
爪
印
・
花
押

を
用
い
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
実
生
活
で
の
花
押
使
用
は
終
り
を
告
げ

た
。
し
か
し
一
方
、
内
閣
制
度
が
発
足
し
て
の
ち
は
、
大
臣
副
署
や
閣

議
書
類
の
サ
イ
ン
用
に
花
押
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
続
い
て

い
る
。

（
二

、
印
章
（
鑑
）

）
印
章
の
発
明
は
、
紀
元
前
五
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文

明
の
中
で
な
さ
れ
た
。
そ
の
印
章
の
材
料
は
石
・
粘
土
・
骨
・
金
属
な

ど
で
、
ス
タ
ン
プ
印
章
や
円
筒
印
章
（
円
筒
形
の
周
囲
に
絵
・
文
字
な

え
ん
と
う

ど
の
図
様
を
刻
す
）
を
つ
く
り
、
粘
土
や
布
に
お
し
て
所
有
物
の
表
示
、

お
よ
び
呪
術
的
護
符
と
し
て
使
用
し
た
。

ご
ふ

こ
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
の
印
章
は
、
や
が
て
エ
ジ
プ
ト
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

な
ど
の
西
方
と
、
ペ
ル
シ
ャ
・
中
国
な
ど
の
東
方
ヘ
伝
わ
り
、
中
国
で

は
殷
代
に
ス
タ
ン
プ
形
の
鋳
銅
印
が
出
現
し
、
秦
・
漢
代
に
制
度
化
し

い
ん

ち
ゅ
う
ど
う

て
い
き
、
集
権
国
家
の
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
っ
た
。

日
本
で
は
、
隋
・
唐
の
影
響
の
も
と
、
古
代
律
令
国
家
に
お
い
て
使

ず
い

と
う

用
さ
れ
は
じ
め
、
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
の
大
宝
令
、
つ
い
で
慶
雲
元

た
い
ほ
う

（
七
〇
四
）
年
の
鍛
冶
司
を
し
て
「
諸
国
印
を
鋳
」
せ
し
め
た
の
が
印

か
じ
つ
か
さ

章
使
用
の
制
度
の
最
初
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
で
は
官
印
（
天
皇
印
＝

か
ん
い
ん

内
印
、
太
政
官
印
＝
外
印
、
八
省
印
、
国
印
、
郡
印
、
郷
印
な
ど
）
が

主
体
で
、
準
公
印
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、
一
方
、
私
印
（
家
印
、
個
人
印
と

が
あ
る
）
も
次
第
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

公
式
令
で
定
め
ら
れ
た
官
印
制
度
に
お
い
て
は
、
郡
印
・
郷
印
を
除

く
し
き
り
ょ
う

い
て
宮
内
省
の
鍛
治
司
が
鋳
造
し
て
中
央
政
府
か
ら
頒
布
す
る
。
材
料

は
鋳
銅
で
、
印
肉
は
朱
色
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
古
代
で
は
の
ち
に
生

ず
る
署
名
と
捺
印
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。

中
世
に
入
る
と
、
令
制
の
印
章
に
加
え
て
、
中
国
の
宗
朝
褝
林
の
影

響
の
下
に
印
章
が
発
展
し
て
く
る
。
そ
の
端
初
は
東
福
寺
開
山
聖
一
国

し
ょ
う
い
ち
こ
く

師
と
さ
れ
、
や
が
て
禅
僧
は
捺
印
を
も
っ
て
花
押
に
代
え
る
風
習
を
つ

し

く
り
出
し
て
い
く
。
黒
印
も
登
場
し
て
く
る
。
戦
国
時
代
に
は
版
刻
花

押
が
多
く
使
用
さ
れ
、
花
押
の
本
質
が
失
わ
れ
、
印
章
が
花
押
に
代
っ



て
証
拠
の
し
る
し
と
し
て
使
用
さ
れ
は
じ
め
、
署
名
捺
印
の
関
係
が
成

立
し
て
い
く
。
武
家
文
書
の
中
に
は
印
判
状
（
花
押
に
代
え
て
印
章
を

い
ん
ば
ん

用
い
た
文
書
）
も
見
え
は
じ
め
、
知
行
充
行
状

、
感
状
、
書
状
な
ど

ち
ぎ
ょ
う
あ
て
お
こ
な
い
（
あ
て
が
い
）

か
ん

広
く
利
用
さ
れ
て
い
く
。

近
世
に
入
る
と
、
大
名
・
武
家
の
間
で
印
判
状
（
印
肉
に
よ
っ
て
朱

印
状
・
黒
印
状
と
い
う
）
が
多
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、

庶
民
層
は
認

印
を
所
持
し
、
黒
印
を
使
用
し
た
（
朱
印
と
し
て
使
う
よ

み
と
め

う
に
な
る
の
は
近
代
以
降

。
ま
た
好
事
家
の
間
で
は
多
種
多
様
な
印

）

章
も
使
わ
れ
た
。

近
代
以
降
は
、
花
押
の
使
用
禁
止
を
も
あ
い
ま
っ
て
、
落
款
・
蔵
書

ら
っ
か
ん

印
な
ど
を
は
じ
め
日
常
生
活
に
お
い
て
は
認
印
・
銀
行
印
・
実
印
な
ど

広
く
使
用
さ
れ
、
印
章
（
繿
）
の
全
盛
の
時
代
と
な
る
。

三
、
中
条
家
文
書
に
み
る
花
押
と
印
章

次
に
中
条
家
文
書
に
み
る
花
押
と
印
章
の
特
微
を
、
今
回
展
示
し
た

文
書
を
中
心
に
ふ
れ
て
み
よ
う
。

鎌
倉
期
で
は
、
鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
氏
一
族
が
、
時
政
型
（
月
と
攵

と
き
ま
さ

の
二
合
体
、
終
筆
を
内
側
に
は
ね
る
）
と
義
時
型
（
義
の
一
字
体
、
全

よ
し
と
き

体
も
三
角
形
で
、
右
下
に
小
さ
な
三
角
形
を
つ
く
る
）
の
花
抻
を
使
用

し
て
い
る
の
が
特
色
と
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
和
田
一
族
内
で
も
、
中
条

氏
・
北
条
（
黒
川
）
氏
、
高
野
氏
は
時
政
型
が
多
く
、
義
時
型
も
少
な

い
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

南
北
朝
・
室
町
期
で
は
、
室
町
幕
府
の
歴
代
足
利
将
軍
が
使
用
し
た

足
利
様
が
、
武
家
間
の
権
威
志
向
性
も
あ
っ
て
一
世
を
風
靡
す
る
。
中

条
氏
で
も
惣
領
家
・
庶
子
黒
川
家
、
北
条
（
黒
川
）
氏
も
足
利
様
の
花

押
を
使
用
し
て
い
る
。
南
北
朝
期
の
一
時
期
に
は
、
足
利
一
族
の
吉
良

氏
な
ど
が
使
用
し
た
い
わ
ゆ
る
メ
ガ
ネ
花
押
を
中
条
茂
継
が
使
用
し
て

い
る
。
戦
国
期
に
は
足
利
様
を
基
本
に
し
つ
つ
も
新
様
式
（
倒
置
・
裏

返
し
、
文
字
を
離
れ
た
図
形
、
理
想
・
願
望
の
表
現
な
ど
）
の
花
押
が

登
場
し
、
各
戦
国
大
名
の
独
自
性
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
中
条
氏
で
も
、

筆
勢
の
鈍
化
し
た
肉
大
な
謙
信
の
花
押
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

よ
う
な
花
押
が
使
用
さ
れ
て
く
る
。

一
方
、
三
浦
和
田
一
族
の
女
性
が
使
用
し
た
花
押
を
み
て
み
る
と
、

鎌
倉
期
に
は
時
政
型
、
南
北
朝
・
室
町
期
に
は
足
利
様
の
花
押
が
使
用

さ
れ
、
男
性
の
場
合
と
基
本
的
な
特
徴
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
男



性
花
押
と
比
較
し
て
い
ず
れ
も
単
純
・
簡
略
的
な
形
態
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

次
に
、
誓
約
に
使
用
さ
れ
た
起
請
文
に
一
言
ふ
れ
て
お
こ
う
。
料
紙

き
し
ょ
う
も
ん

は
、
加
茂
山
（
加
茂
社
領
越
後
国
石
河
庄
の
青
海
神
社
発
行
の
も
の

か

、
熊
野
山
（
本
宮
・
那
智
山
）
牛
玉
宝
印
の
捺
さ
れ
た
護
符
の
裏

）
を
使
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
長
尾
為
景
・
上
杉
輝
虎
・
安
田
実
秀
各

起
請
文
に
は
血
判
が
お
さ
れ
て
い
て
、
近
い
将
来
に
は
、
文
書
に
瑕
を

つ
け
な
く
と
も
、
血
液
型
や
健
康
状
況
な
ど
も
判
明
で
き
る
に
ち
が
い

な
い
。

期
待
し
て
お
こ
う
。

最
後
に
印
章
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
よ
う
。
山
形
大
学
所
藏
中
条
家
文

書
の
中
で
印
章
の
押
捺
さ
れ
た
文
書
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
今
回
も
展
示

し
た
の
は
一
点
だ
け
で
あ
る
。
中
条
氏
自
身
も
印
章
を
使
用
し
た
の
か

ど
う
か
、
使
用
し
た
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
は
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
極
少
の
範
囲
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
上

杉
氏
と
く
に
謙
信
、
景
勝
は
他
の
戦
国
大
名
と
比
較
し
て
も
使
用
し
た

印
章
の
数
は
多
い
。
そ
の
う
ち
版
刻
花
押
（
花
押
判

、
も
含
め
て

）

十
三
種
が
上
杉
家
に
現
存
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
コ
ピ
ー
し
た
も
の
を

展
示
し
て
い
る
。
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